
（第４８期）

旭化成建材株式会社

科　　　　　目 金　　額 科　　　　　目 金　　額

百万円 百万円

（　資　産　の　部　） ( 53,948 ) 　（　負　債　の　部　）　 ( 25,941 )

 流　動　資　産 33,874  流　動　負　債 18,079

現 金 及 び 預 金 46 買 掛 金 6,046
受 取 手 形 1,136 リ ー ス 債 務 2
売 掛 金 13,682 未 払 金 5,219
契 約 資 産 145 未 払 費 用 4,131
製 品 及 び 商 品 2,753 未 払 法 人 税 等 245
仕 掛 品 883 事 業 構 造 改 善 引 当 金 2,275
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,937 固定資産撤去費用引当金 152
前 払 費 用 185 そ の 他 8

未 収 入 金 486
短 期 貸 付 金 12,560
そ の 他 61

 固　定　資　産 20,073  固　定　負　債 7,862

 有　形　固　定　資　産 13,964 退 職 給 付 引 当 金 6,307
建 物 4,780 預 り 保 証 金 1,530
構 築 物 2,052 そ の 他 26
機 械 及 び 装 置 5,895
車 両 及 び 運 搬 具 120
工 具 、 器 具 及 び 備 品 468 　（　純　資　産　の　部　）　 ( 28,006 )

リ ー ス 資 産 0
建 設 仮 勘 定 649  株　主　資　本 27,644

 無　形　固　定　資　産 1,110 資　　本　　金 3,000
ソ フ ト ウ ェ ア 966
リ ー ス 資 産 2 資 本 剰 余 金 11,288
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 108 資 本 準 備 金 11,288
そ の 他 34

利 益 剰 余 金 13,356
 投 資 そ の 他 の 資 産 4,999 利 益 準 備 金 26

投 資 有 価 証 券 774 そ の 他 利 益 剰 余 金 13,331
関 係 会 社 株 式 259 繰 越 利 益 剰 余 金 13,331
長 期 前 払 費 用 6
繰 延 税 金 資 産 3,347  評価・換算差額等 362
そ の 他 613   その他有価証券評価差額金 362

資　産　合　計 53,948 負債・純資産合計　 53,948

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。

 貸　 借　 対　 照　 表
（２０２４年３月３１日現在）



（第４８期）

損　　益　　計　　算　　書

旭化成建材株式会社

科　　　　目 　　金　　　　額

百万円 百万円

売　　　 上 　　　高 63,991
売   上   原   価 46,648

売　上　総　利　益 17,343

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,012

営　業　利　益 3,331

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 33
貸 与 施 設 収 入 5
保 険 収 入 63
為 替 差 益 16
雑 収 益 1 117

営 業 外 費 用

支 払 利 息 103
雑 損 失 75 177

経　常　利　益 3,271

特　別　利　益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 21
そ の 他 0 21

特　別　損　失

固 定 資 産 処 分 損 26
構 造 改 善 費 用 3,132
そ の 他 24 3,183

税 引 前 当 期 純 利 益 110
法人税、住民税及び事業税 668
法 人 税 等 調 整 額 △ 649 19
当 期 純 利 益 91

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。

２０２４年３月３１日まで

２０２３年４月　１日から



（第４８期）

個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券
子会社株式及び関連会社株式･･････移動平均法による原価法

その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの
　　　　　　　　　　　･･････時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
　　　　　　　　　　　　　　より算定）
　市場価格のない株式等･･････移動平均法による原価法

（２）棚卸資産
製　　　　　品･･･総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
仕　　掛　　品･･･総平均法による原価法、但し仕掛品のうち工事関係については個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
原　　材　　料･･･総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
貯　　蔵　　品･･･総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　　　　　･･････定額法

（２）無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　　　　　･･････ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）
　　　　　　　　　　　　に基づく定額法
　　　　　　　　　･･････その他の無形固定資産は定額法

（３）リース資産　･･････所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金････････債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率によ
　　　　　　　　　　　　り、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収
　　　　　　　　　　　　不能見込額を計上している。

（２）事業構造改善引当金
　　　　　　　　　･･････事業構造改善に伴い発生する費用及び損失に備えるため、その発生見込額を計上している。

（３）固定資産撤去費用引当金
　　　　　　　　　･･････固定資産の撤去工事に伴う費用の支出に備えるため、その見込額を計上している。

（４）退職給付引当金････従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
　　　　　　　　　　　　資産の見込額に基づき計上している。
　　　　　　　　　　　　①退職給付見込額の期間帰属方法
　　　　　　　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
　　　　　　　　　　　　属させる方法については、給付算定式基準によっている。
　　　　　　　　　　　　②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　　　　　　　　　　　　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　（10年）による定額法により費用処理している。
　　　　　　　　　　　　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
　　　　　　　　　　　　以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の
　　　　　　　　　　　　翌事業年度から費用処理している。

４．収益及び費用の計上基準

　当社は、建築資材の製造・販売並びに、工事の設計、監理及び請負を主な事業としている。
　製品の販売については、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足される
と判断していることから、顧客に引き渡された時点で収益を認識している。ただし、出荷時から製品の支配が顧客
に移転される時までの期間が通常の期間である国内販売については、出荷時点で収益を認識している。
　工事の請負については、一定期間にわたり履行義務が充足される契約について、期間がごく短い工事等を除き、
履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識している。なお、履行
義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）で算出している。
　収益は顧客との契約において約束された対価から、返品、値引き及び割戻し等を控除した著しい減額が生じない
可能性が高い範囲内の金額で算定している。
　なお、契約における対価は、支配が顧客に移転した時点から概ね１年以内に回収しており、重要な金融要素は含
んでいない。



５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

（１）外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
　　　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

（２）グループ通算制度の適用
　　　グループ通算制度を適用している。

（会計上の見積りに関する注記）

退職給付関係

退職給付引当金の貸借対照表計上額6,307百万円

　当社は、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けており、退職給付見込額を当事業年度末まで
の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。退職給付費用及び退職給付引当金は、
数理計算上で設定される割引率、年金資産の長期期待運用収益率、死亡率等の基礎率に基づき算出してい
る。割引率は、デュレーションアプローチによって算出し、期待運用収益率については年金資産の過去の
運用実績等に基づいて決定している。
　退職給付費用及び負債の算定における基礎率が実際と異なる場合、または基礎率を変更した場合、翌事
業年度の貸借対照表において、退職給付引当金の金額に重要な影響を及ぼす可能性がある。

（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 106,584百万円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

（１）関係会社に対する短期金銭債権 12,614百万円
（２）関係会社に対する短期金銭債務 672百万円

３．期末日満期手形の会計処理

　　期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理している。なお、当期
　末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理して
　いる。
　　受取手形　 34百万円　
　　その他　 　10百万円

（損益計算書に関する注記）

１．関係会社との取引高

（１）営業取引による取引高
　　　売 　　　上 　　　高 738百万円
　　　仕 　入　　高  　 等 4,429百万円

（２）営業取引以外の取引高 21百万円

２．構造改善費用
　岩国工場の閉鎖及び境工場パワーボード工程の生産停止に伴い発生した損失及び費用（3,132百万円）
を特別損失に計上したものである。
　主な内訳は固定資産撤去費用引当2,230百万円、転進加算金300百万円、固定資産減損損失232百万円、
補償費171百万円、その他200百万円である。
　なお、減損損失の内容は、以下の通りである。

　

　減損損失の算定にあたり、事業及び製造工程の関連性により資産のグルーピングを行っている。
　上記工場および工程の製造設備で、将来の使用が見込めなくなったものについては、その帳簿価額を零
まで減額した。

　16百万円
　41百万円
　58百万円

金額
　30百万円

　174百万円

　114百万円
　30百万円

場所 用途
建物及び構築物
機械及び装置

その他

種類

建物及び構築物
機械及び装置境工場パワーボード生産工程

（茨城県境町）

岩国工場
（山口県岩国市）

製造設備

製造設備

計

計



（株主資本等変動計算書に関する注記）

１．当該事業年度の末日における発行済株式の総数
　 普通株式 3,000,000株

２．当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
　　2024年6月21日開催の株主総会において、次のとおり決議を予定している。
　　普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額 60百万円
（ロ）１株当たり配当額 20.00円
（ハ）基準日 2024年3月31日
（ニ）効力発生日 2024年6月24日

（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

（繰延税金資産） （単位：百万円）
退職給付引当金繰入超過額 1,752
事業構造改善引当金計上額 697
減損損失 687
未払賞与損金算入限度超過額 199
未払事業税 59
固定資産撤去費用引当金計上額 47
杭工事関連損失引当 34
未払社会保険料 29
棚卸資産評価損計上額 20
その他 122
繰延税金資産　小計 3,647
評価性引当額 △ 38
繰延税金資産　合計 3,608

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △ 156
固定資産圧縮積立金 △ 105
繰延税金負債　合計 △ 261

繰延税金資産（負債）の純額 3,347

２．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
　　当社は、グループ通算制度を適用している。また「グループ通算制度を適用する場合の会計処理
　及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税
　の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。



（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項
　　当社は、短期的な運転資金については、当社グループの親会社である旭化成株式会社から
　調達している。余剰資金については、当社グループの親会社である旭化成株式会社に貸付を
　行っている。
　　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っ
　ている。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価
　の把握を行っている。

２．金融商品の時価等に関する事項

　2024年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りである。
　なお、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、未収入金、短期貸付金、買掛金、
未払金、並びに未払住民税及び事業税は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似すること
から注記を省略している。

（百万円）

貸借対照表
計上額(※)

（１）投資有価証券
　　　　その他有価証券 － 

（２）預り保証金 － 

（※）負債に計上されているものについては、（　）で示している。

（注１）　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　（１）投資有価証券
　　　　時価について、株式は取引所の価格によっている。

　（２）預り保証金
　　預り保証金の時価については、預り期間が見積もれる場合はその期間で割引計算を行っている。

（注２）　非上場株式(貸借対照表計上額72百万円)は、市場価格がないため｢（１）投資有価証券」に
     は含めていない。

（注３）　関係会社株式(貸借対照表計上額259百万円)は、市場価格がないため注記していない。

702 702

時価(※) 差額

(1,530) (1,530)



（関連当事者との取引に関する注記）

１．親会社及び法人主要株主等

役 員
の 兼
任 等

事 実
上 の
関 係

資金貸付
（※１）

－ 3,285 短期貸付金 12,560

利息の受取
（※１）

受取利息 6 － －

２．兄弟会社等

役員の
兼任等

事 実 上
の 関 係

旭化成ホームズ㈱ －
役員
２名

当社
取引先

商品の販売
（※２）

売上高 10,915 売掛金 937

旭化成アドバンス㈱ － －
当社
取引先

商品の販売
（※２）

売上高 9,068 売掛金 5,001

取引条件及び取引条件の決定方針等

※１ グループファイナンスにおける貸付金利は、個別契約ごとに市場金利を勘案して決定している。

　　 なお、資金貸付の金額は、期首の貸付金残高と期末の貸付金残高との差額である。

※２ 価格その他の取引条件は、市場価格等を勘案し、価格交渉の上決定している。

（一株当たり情報に関する注記）

    １株当たり純資産額 9,335円46銭　

    １株当たり当期純利益金額 30円46銭　  

（重要な後発事象に関する注記）

    該当事項なし。

（収益認識に関する注記）

　　収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用

　の計上基準」に記載の通りである。

種 類 会 社 名

当 該 株 式 会
社 の 議 決 権
等の所有(被
所 有 ) 割 合

関 係 内 容

取 引 の 内 容 科　目
取引
金額

(百万円)
科　目

期末
残高

(百万円)

親会社 旭化成㈱
被所有
直接 100%

－ －

期末
残高

(百万円)

親会社の
子会社

種 類 会 社 名
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（資産除去債務に関する注記）

　　  当社は、親会社である旭化成株式会社と「土地賃貸借契約書」を締結しており、当社所有の製造設備に

　　より軽量気泡コンクリート、高機能断熱材などの製品を製造している。当社は、当該土地賃貸借契約書に

　　基づき、契約終了時における原状回復義務を有している。　

  　　しかし、当該土地は、2003年10月に親会社である同社が分社・持株会社制へ移行し建材事業を当社が譲

　　り受けたことに伴い、同社グループの中核事業を当社が担うために同社より賃借したものである。

　　　従って、同社より賃借している土地で営んでいる各事業の継続及び撤退の判断については、当社の意思

　  決定に加えて同社グループの総合的な判断も考慮して行われることから、資産除去債務の履行時期及び履

　　行時期の範囲と蓋然性を予測することは困難である。

　  　また、除去費用については、当該土地賃貸借契約に基づき、契約終了時の当該事業の継続及び撤退の判

　　断の経緯を踏まえて同社と協議の上、原状回復義務を履行することとなるため、当社の負担する除去の金

　　額及びその発生確率を見積もることは困難である。

 　   したがって、当該資産除去債務については決算日現在入手可能な全ての証拠を勘案し最善の見積りを行っ

　　ても履行時期の予測及び除去費用の負担額の見積が困難であり、資産除去債務を合理的に見積ることがで

　　きないため計上していない。

  

（その他の注記）

　　杭工事に関する訴訟の件

　　  三井不動産レジデンシャル株式会社は、2017年11月28日に、当社が二次下請として施工した横浜市所在

　　のマンション(以下、「本件マンション」)の杭工事において、一部不具合が懸念されることにより本件マ

　　ンションの建て替え費用等を負担したとして、本件マンション施工会社である三井住友建設株式会社、一

　　次下請会社である株式会社日立ハイテク及び当社の３社に対して不法行為等に基づき約459億円（その後

　　三井不動産レジデンシャル株式会社は訴額を約510億円に変更）の損害賠償を請求する訴訟(以下、「一次

  　訴訟」)を東京地方裁判所に提起した。当社は、三井不動産レジデンシャル株式会社の請求には根拠がな

　　いと考えており、一次訴訟においてその考えを主張していく。

　　　なお、一次訴訟に関連して、三井住友建設株式会社が、一次訴訟において損害賠償責任を負担した場合

　　に被る同社の損害を株式会社日立ハイテク及び当社に対して請求するための訴訟（以下、「二次訴訟」）

　　を2018年4月27日に提起した。当社に対する二次訴訟の訴状送達の日は、2018年5月14日である。

　　当社は、三井住友建設株式会社の請求には根拠がないと考えており、二次訴訟においてもその考えを主張

　　していく。

　　　また、一次訴訟及び二次訴訟に関連して、株式会社日立ハイテクが、一次訴訟又は二次訴訟において

　　損害賠償責任を負担した場合に被る同社の損害を当社に対して請求するための訴訟(以下、「三次訴訟」）

　　を2018年5月25日に提起した。当社は、株式会社日立ハイテクの請求には根拠がないと考えており、三次

　　訴訟においてもその考えを主張していく。


